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序章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

 平成 18 年 6 月に医療制度構造改革関連法案が採択されたが、国が進める医療制度

改革の基本方針として、次の 3 点が示されている。 

① 生命と健康に対する国民の安心を確保するため、国民皆保険制度を堅持する。 

② 制度の持続可能性を維持するため、経済指標の動向に留意しつつ、予防を重視

し、医療の質の向上・効率化等によって医療費の適正化を実現し、医療費を国

民が負担可能な範囲に抑制する。 

③ 医療費に係る給付と負担の関係を老若を通して公平かつ透明なものにする。 

中でも、予防を重視した医療費適正化の方策として、生活習慣病予防に着目した健

診及び保健指導の充実等が挙げられている。 

 健診等の保健事業については、現在、老人保健法や医療保険各法に基づいて市町村、

企業、医療保険者によって実施されているが、「各健診の役割分担が不明確である」、

「受診者に対するフォローアップが不十分である」との指摘がある。そこで今回、健

診・保健指導については、主に次のような理由から、医療保険者にその実施が義務付

けられたものである。 

① 将来の医療費の適正化が期待され、医療保険者が最も大きな恩恵を受ける 

② レセプトデータと健診・保健指導のデータを突合することによる治療中断者の

把握等、より効果的な方法等を分析できる 

③ 対象者の把握を行いやすいことから、健診受診率の向上が見込まれる 

④ 十分なフォローアップ（保健指導）も期待できる 

これらを踏まえて、尼崎市国民健康保険（以下、「尼崎市国保」という。）では、「高

齢者の医療の確保に関する法律」（以下「法」という。）に基づき、平成 20 年度から

糖尿病等の生活習慣病に着目した健診及び保健指導（以下それぞれ、「特定健診」「特

定保健指導」という。）を行うとともに、法第 18 条に定められた「特定健康診査等基

本指針」（以下、「基本指針」という。）に基づき尼崎市の地域特性や健康実態を踏ま

えながら、糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群の 25％減少を目指し、特定健康診

査等実施計画を策定する。 
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２ 特定健診・特定保健指導の考え方 

 

 今後の特定健診、特定保健指導の特徴、目的、内容、対象者、方法、評価等につい

ての基本的な考え方は次のとおりとする。 

これまでの健診・保健指導 これからの健診・保健指導

健診・

保健指導の

関係

健診に付加した保健指導
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健

指導を必要とする者を抽出する健診

特　徴 プロセス（過程）重視の保健指導 結果を出す保健指導

目　的 個別疾患の早期発見・早期治療
内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が早期に

介入し、行動変容につながる保健指導を行う

内　容
健診結果の伝達、理想的な生活習慣に

係る一般的な情報提供

自己選択と行動変容
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、生活習

慣の改善を自ら選択し、行動変容につなげる

保健指導の

対象者

健診結果で「要指導」と指摘され、健康

教育等の保健事業に参加した者

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化された保健

指導を提供
リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」

「動機づけ支援」「積極的支援」を行う

方　法

一時点の健診結果のみに基づく保健指

導

画一的な保健指導

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保健指導

データ分析等を通じて集団としての健康課題を設定し、目

標に沿った保健指導を計画的に実施

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイルを考

慮した保健指導

評　価
アウトプット（事業実施量）評価
実施回数や参加人数

アウトカム（結果）評価
糖尿病等の有病者・予備群の２５％減少

実施主体 市町村 医療保険者

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための

健診・保健指導の基本的な考え方について

 最新の科学

 的知識と、

 課題抽出の

 ための分析

 行動変容を

 促す手法

      

厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」P８参照 

  

３ 生活習慣病に着目する意義 

 

尼崎市国保被保険者の診療報酬明細書（以下、「レセプト」という。）（平成 18年 5 月

診療分）を分析した結果では、生活習慣病での受療件数は 40 歳以上の全受療者の 7割

を占め、費用額は全体の 75％を占める状況にある。また、一枚のレセプトで 400 万

円以上の高額な医療費を要した者を年間で見ると、その 8 割が心筋梗塞や脳血管疾患、

大動脈解離など「血管に関する疾患」で、基礎疾患として糖尿病や高血圧を合併して

いるものが高率だった。 

したがって、これらの背景となっている生活習慣を捉え、その改善に向けた予防対
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策を進めることによって、若い世代からの糖尿病等生活習慣病を予防し、さらには、

すでに生活習慣病を発症している者に対しても、重症化を予防し、生活の質の維持及

び向上が図られる。ひいては、医療費の適正化を実現することが可能になると考える。 

  

４ 尼崎市国保における健診･保健指導実施の基本的考え方 

 

尼崎市国保において糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群の 25％減少を目指すた

めに、新たな視点で健診・保健指導を充実・強化する必要がある。事業を画一的に行

うのでなく、地域特性や被保険者の健康実態、生活習慣との関連を勘案しながら、効

率的・効果的に保健指導を実施していくとともに、予防効果が大きく期待できる保健

指導対象者を明確にし、その対象者に確実に保健指導を実施できる体制を整備する。 

計画的に確実な成果を達成するためには、これまでの生活習慣病対策の反省を踏ま

えて取り組む必要があるが、厚生労働省が示したこれまでの生活習慣病対策の課題と

して、次のような項目が指摘されている。 

① 生活習慣病・予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分 

② 科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要 

③ 健診・保健指導の質の更なる向上が必要 

④ 具体的な戦略やプログラムの提示が不十分 

⑤ 現状把握・施策評価のためのデータ整備が不十分 

（厚生労働省厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会の「今後の生活習慣病対策の推進について」

（中間とりまとめ）平成 17年 9月 15 日より） 

平成 19年 4～7月の市民検診結果から尼崎市国保被保険者の健康実態を見ると、継

○メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

（厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」P.19） 

平成 17 年 4 月に日本内科学会等内科系 8 学会が合同でメタボリックシンドロームの疾病概念と診断基準を示した。 

 これは、内臓脂肪型肥満を共有の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態であり、それぞれが重複した

場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が

図られるという考え方を基本としている。 

 すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、また、発症してしまった後でも、

血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とす

る腎不全などへの進展や重症化を予防することは可能であるという考え方である。 

 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入することにより、･･････詳細にデータで示すことができる

ため、健診受診者にとって生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な

動機づけになると考える。 
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続的な検診受診者の有所見率は 98.9％で、このうち、医療を要する段階にある者は

37％であった。老人保健法に基づく市民検診の目的は「早期発見・早期治療」であっ

たが、このような実態を見ると、これまでの尼崎市国保保健事業において、所期の課

題が解決していない状況が明らかとなった。この実態を解決していくことは、平成

12 年からスタートした健康日本 21（国民の健康づくり運動）の課題でもある「早世、

障害予防」に向けた喫緊の課題である。 

 

（参考資料） 市民検診継続受診者の有所見状況 （平成 19 年度市民検診受診者（4-7 月実施分） 

 

これらの状況を踏まえて尼崎市国保では、早期介入を図るため特定健診受診率の向

上に取組むとともに、法に規定された特定保健指導の実施により、中長期的な循環器

疾患や糖尿病による合併症の予防を図ることを目指す。また、特定保健指導対象者以

外の者に対しても、緊急性、優先性を勘案した上で対象者を抽出し、保健指導を実施

していく。 

 

（１） メタボリックシンドロームの概念を導入した特定保健指導 

 

内臓脂肪型肥満のある者に対し、内臓脂肪蓄積の要因となっている生活習慣を改

善することを目的とする。対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、行動変

容と自己管理を行うとともに、健康的な生活を選択し、維持できるようになること

を通じて、将来の循環器疾患及び糖尿病による合併症発症を予防する。 

特定保健指導の実施率が、国の示す参酌目標（45％）の達成状況により、法第 120

条第 2項に基づき、後期高齢者支援金の加算・減算措置が講じられる。 

 

  

 

（再掲） 

市民検診 

継続受診者数 
所見なし 有所見者 2 次予防段階 

（要保健指導） 

3 次予防段階 

（要医療） 

人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 

3225 100% 36 1.1% 3189 98.9% 1982 61.5% 1207 37.4% 
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（２） 特定保健指導以外の保健指導 

 

 内臓脂肪蓄積はないが、すでに生活習慣病の治療が必要であるなど、健診結果に

対し適切な措置がないと、疾病が重症化して死や障害の受傷に至る可能性が極めて

高い者に対して、受診勧奨等の保健指導を行う。重症化予防対策は、障害受傷によ

る生活の質の低下を防ぐだけでなく、重症化することによって高額化する医療費の

適正化が図れる。予防の成果は介護保険給付等他の社会保障費の適正化にもつなが

る。 

これらの対象者に対し、健診結果を放置することで生活習慣病が重症化し、糖尿

病の合併症や循環器疾患を発症することを理解してもらうとともに、受診を選択し

てもらえるよう支援する。さらには受診を継続しながら生活習慣改善に対する行動

変容も支援する。 

 

５ 計画の性格 

 

 この計画は、法第 19 条に基づき、基本指針に即して、尼崎市国保が特定健診等の

実施に関する事項を定めるものであり、兵庫県医療費適正化計画と十分な整合性を図

るものとする。 

 

６ 計画の期間 

 

 基本指針に即して、計画の期間は平成20年度から平成24年度までの5年間とする。 

この計画は 5 年ごとに、5 年を一期として策定する。社会経済環境等の変化により、

必要に応じ補正を行う。 
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第１章 尼崎市国保被保険者の健康実態 

 

 １ 医療費の状況からみた課題 

 

 尼崎市国保において平成 18 年 5 月診療分レセプト及び平成 18 年 4 月から平成

19 年 3 月診療分レセプトを用いて、疾病の実態について分析したところ、次のよ

うなことが明らかとなった。 

 

（１）高額な医療費となる原因疾患 

200万円以上の医療費を要した重症なケースについて、レセプトで疾患名を調

べてみると、虚血性心疾患、大動脈疾患、脳血管疾患など、「血管に関する疾患」

が高率を占めており、基礎疾患として高血圧及び糖尿病の合併が多く、虚血性心

疾患ではいずれも 6 割以上であった。（下表） 

      

・平成 18年度年間 200 万円以上高額レセプトより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎疾患 ★虚血性
心疾患 

高血圧 糖尿病 高脂血症 高尿酸 

人数 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

87 61 70 55 63 47 54 10 11 

                  

基礎疾患 ★脳血管
疾患 

高血圧 糖尿病 高脂血症 高尿酸 

人数 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

22 13 59 7 32 5 23 0 0 

                  

基礎疾患 ★大動脈
解離等 

高血圧 糖尿病 高脂血症 高尿酸 

人数 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

19 13 68 6 32 2 11 1 5 
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疾病名

費用

額(円）
1,003,673,180

件数 2,375

費用

額(円）
187,193,960

件数 299

費用

額(円）
149,590,600

件数 304

全体

虚血性心疾患

脳血管疾患

7%

67%

5%

60%

3%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

（２）人工透析の新規導入者 

 

医療が長期化し医療費が高額となる人工透析の新規導入者は、全市でここ 5

年間概ね年間 100 人ずつ増加しており、新たに 5 億 5 千万円の医療費増となっ

ている。尼崎市国保被保険者で人工透析治療を受けている者の原因疾患として

は糖尿病が約 4 割を占め、また基礎疾患として生活習慣病がある。メタボリッ

クシンドロームが背景として考えられる事例も多い。 

・平成 18年度 5月診療人工透析者のレセプトより 

基礎疾患 
★人工透析 

糖尿病 高血圧 高脂血症 高尿酸 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

227 100 85 37 198 87 66 29 43 19 

 

（３）入院による医療費 

 

入院による医療は 1 件あたり医療費が高く、虚血性心疾患、脳血管疾患では、

1 ヶ月の受療件数のうち、入院件数は 5～7％であるが、費用額は全体の 60％以

上を占める。               ・平成 18年度 5月診療レセプトより 

 

7 
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  以上のことから、医療費適正化のためには「血管に関する疾病」の予防が重要で

ある。特に虚血性心疾患、脳血管疾患治療者で高血圧の罹患率が高率であることか

らも、高血圧につながる生活習慣の改善を推進していく必要がある。 

  また、糖尿病に引き続いて虚血性心疾患や脳血管疾患を発症しているケースや、

糖尿病合併症として人工透析に至っているケースも多いことから、高血糖段階での

早期介入や糖尿病治療中断者に対する重症化予防に向けた介入を進めていくこと

が急がれる。 

 

２ 健診結果からみた課題 

 

平成 18 年度国保生活習慣病予防健診及び平成 19年 4～7月市民検診（国保被保険

者受診者分）の結果から生活習慣病・予備群の実態について分析した。 

 

（１） 初めて受診者の状況 

 

これまで健診を受けたことのなかった「初めて受診者」が約 7 割あった。平成 19

年 4～7 月市民検診初めて受診者では、医療が必要な段階にある中等症高血圧者や高

血糖者が約 2～3 割あった。    

※中等症高血圧～最高血圧 160 ㎜ Hg 以上 または 最低血圧 100 ㎜ Hg 以上 

      ※高血糖 ～空腹時血糖値 110 ㎎/㎗以上 または HbA1c5.5％以上 

 

○ 初めて受診者の予防段階別検診結果 内訳 

 

○ 3次予防（医療が必要な段階）の詳細 

再掲 1 次予防 
（健康増進の

段階） 

2 次予防 
(保健指導を要

する段階） 

3 次予防 
（医療が必要な

段階） 
有所見者 該当者数 

人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 

今年、初めて 
市民検診を受診し

たグループ 

4112 100% 73 2% 2253 55% 1786 43% 4039 98% 

      
血糖 

 
110 以上 

（再掲） 
126 以上 

HｂA1c 
 

5.5 以上 
（再掲） 
6.1 以上 

血圧 
拡縮期 130 以上 

or 
拡張期 85 以上 

（再掲）拡縮期
160 以上 or 

拡張期 100 以上 

人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 

796 19% 356 9% 1357 33% 405 10% 2622 64% 743 18% 
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※全国データは、平成16年度国民健康 ・栄養調査の結果による

2 .8%
5 .1%

1 0 .7%

7 .4%

20 .2 %

1 6 .5%

23 .0 % 2 2 .1 % 2 2 .6%

26 .2 %

22 .1%

3 4 .4%

0%

5%

1 0%

1 5%

2 0%

2 5%

3 0%

3 5%

4 0%

尼
崎
市 国

尼
崎
市 国

尼
崎
市 国

尼
崎
市 国

尼
崎
市 国

尼
崎
市 国

2 0 -29歳 30- 39歳 40 -49歳 50 -59歳 60 -6 9歳 70歳以上

（２） 健診結果有所見状況 

 

受診者全体の有所見率が最も高かったのは「血圧」で、概ね 2 人に 1 人が高血圧

であった。中でも、中等症高血圧以上が 1 割あった。次いで、虚血性心疾患の危険

因子である「ＬＤＬコレステロール」、さらに「ＨｂＡ１ｃ」であった。 

「血圧」と「血糖またはＨｂＡ１ｃ」の 2 つのリスクが重なっている者が約２割

に及んだ。 

○ 有所見状況（平成 18年度国保生活習慣病予防健診及び平成 19年 4～7月市民検診（国保被保険者分） 

摂取エネルギーの過剰に関係する項目 

腹囲 BMI 中性脂肪 ALT(GPT) HDL－ｃ 受診者数 

数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 

8,570 2,628 31% 2,240 26% 2,141 25% 1,049 12% 673 8% 

 

血管を傷つける条件となる項目 
内臓脂肪症候群

以外の動脈硬化

要因 

血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 ＬＤＬ－ｃ 

数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 

1,412 16% 2,578 30% 1,006 12% 4,790 56% 3,368 39% 3,769 44% 

 

（３） メタボリックシンドローム該当者の割合と全国との比較 

 

今回受診した20～70歳代のメタボリックシンドローム該当者は、10％で、男性19％、

女性 5％であった。予備群は 12％で、男性 19％、女性 7％であった。 

平成 16 年国民健康・栄養調査の結果と比較すると、尼崎市国保では 30～50 歳代男

性で、全国よりメタボリックシンドローム該当者が多い。 

9 
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以上のことから、生活習慣病有病者・予備群の減少、さらには重症化予防のために

は健診結果で有所見にある者への早期介入が重要であるとともに、医療が必要な段階

にある者を早期に治療につなぐことが重要である。 

特に、動脈硬化を進める最も重要なリスクが高血圧や高血糖であることから、循環

器疾患や人工透析が必要となる腎不全を予防するため、これらのリスクが重なってい

る者を優先的な保健指導対象者とし、生活習慣の改善に向けた保健指導を積極的に行

う必要がある。 

また、メタボリックシンドローム該当者についても、循環器疾患等の予備群となる

ため、該当者に対し、内臓脂肪の減少に向けた行動変容の支援を目的とした保健指導

を行う必要がある。 

 

３ 平均寿命からみた課題 

 

    兵庫県下 85 市町の平均寿命(平成 12 年国勢調査)を見ると、尼崎市は男性 82位、女性

79 位と短いことがわかった。死亡者のうち、65 歳未満の死亡割合(平成 15年兵庫県資料)

を見ると、男性が第 1位、女性は第 6位であった。つまり、尼崎市民は「早世」であ

ることがわかった。65 歳未満の死因別死亡状況をみると、悪性新生物が第 1位で約 4

割を占めているが、次いで、予防可能な血管病や生活習慣病を合わせた疾患群が約 2

割にも及び第 2位となった。早世は、大切な市民を失うだけでなく、社会保障費を負

担する世代の減少でもあることから、尼崎市の社会保障制度を堅持していく上で大き

な課題となる。より若い世代からの生活習慣病予防に向けた早期介入が急がれる。 

★ 計画策定に使用したデータ 

計画策定にかかる分析等には平成18年度国保生活習慣病予防健診及び平成19年 4～7月

市民検診（国保被保険者受診分）の結果を用いている。年代、性別の内訳は次のとおり。 

人 割合 人 割合

40～44 702 331 47% 371 53%

45～49 639 304 48% 335 52%

50～54 492 225 46% 267 54%

55～59 1,001 341 34% 660 66%

60～64 1,680 583 35% 1,097 65%

65～69 2,556 1,070 42% 1,486 58%

70～74 1,500 637 42% 863 58%

計 8,570 3,491 41% 5,079 59%

女受診者計年齢 男

内訳
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第２章 特定健診･特定保健指導等の実施 

 

１ 達成しようとする目標 
 

基本指針第四の一により、尼崎市国保における特定健診の受診率、特定保健指導の

実施率及び内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少について、実施及び成果に係る目

標値を設定し、その達成に向けた取組みを強化する。 

国の定めた目標値を参酌しながら、尼崎市国保の目標値を次のとおり設定する。な

お、国の示す参酌目標の達成状況により、法第 120 条第 2項に基づき、後期高齢者支

援金の加算・減算措置が講じられる。 

医療が必要となる緊急性の高い対象者に対する保健指導は、特定保健指導実施率に

は含まれないが、重症化予防の観点から尼崎市国保では確実に実施していく。 

 

（１） 目標値の設定 

 基本指針に挙げられた国の参酌標準をもとに、尼崎市国保における目標値を次のと

おり設定する。 

 国の 

参酌目標 

平成２０ 

年度 

平成２１ 

年度 

平成２２ 

年度 

平成２３ 

年度 

平成２４ 

年度 

特定健診の受診率 

（又は結果把握率） 
６５％ ４０％ ５０％ ６０％ ６０％ ６５％ 

特定保健指導の実施

率（又は結果把握率） 
４５％ ４５％ ４５％ ４５％ ４５％ ４５％ 

内臓脂肪症候群該当

者･予備群の減少率 
１０％     １０％ 

減少目標人数  

（H19実績から

の推計出現数）

24,495 人 
⇒ ⇒ ⇒ 2,450 人 

※尼崎市国保被保険者数（H19.4.1 現在） ９６，０５５人 

※内臓脂肪症候群該当者・予備群の算定  ２５．５％ 

（H18 国保生活習慣病予防健診～H19.4～7 月市民検診結果による） 

→ 国保被保険者 40～74 歳で考えると ２４，４９５人。 その１０％が減少目標人数となる。 
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（２） 目標値の設定根拠となる尼崎市国保の実態（フローチャート） 

 

特定健診受診率や特定保健指導実施率の目標値を考える上で、尼崎市国保被保険

者のうち、どれくらいの特定保健指導対象者がいるのかを平成 18 年度国保生活習

慣病予防健診及び平成 19 年 4～7 月の市民検診の結果より推算し、「健診から保健

指導実施へのフローチャート」（「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」様式 6-10）

（以下、「フローチャート」という。）に記した。 

 

ア フローチャートの見方 

 

フローチャートでは、特定健診の対象者（Ｂ）のうち、受診率目標による健診受

診者（Ｅ）、健診未受診者（Ｄ）の推計、及び健診受診者（Ｅ）のうち、治療状況

や健診結果を踏まえた保健指導対象者（レベルＸからレベル４までのレベル分類、

及びＧからＰのグループ分類）の推計を表している。 

保健指導対象者それぞれに対し、課題に応じた保健指導（個別相談、集団指導等）

を行い、その結果を実施数（アウトプット評価）（ＳからＺ）と、メタボリックシ

ンドローム改善状況（アウトカム評価）（Ｑ´、Ｒ´）で評価する流れとなってい

る。評価結果を踏まえて翌年の特定健診、特定保健指導、特定保健指導以外の保健

指導、その他保健事業を修正し、実施していく。 

 

イ 保健指導対象者の分類 

 

 健診受診者Ｅのうち、保健指導は、生活習慣病（高血圧、高脂血症、糖尿病）治療

中Ｉを除いたＪが対象となる。 

 

（ア）特定保健指導の対象者 

 

特定保健指導対象者は、「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に示され

た階層化方法に基づき選定し、抽出する。階層化方法は次頁のとおり。 
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○ 階層化するためのリスク個数計算の考え方 

○ 階層化に基づく保健指導区分 

リスク合計  

3 つ以上 ２つ １つ 該当なし 

40～64 歳 積極的支援 積極的支援 動機づけ支援 情報提供 
腹囲あり（１） 

65～74 歳 動機づけ支援 動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供 

40～64 歳 積極的支援 動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供 腹囲は該当しない

が BMI25 以上（２） 
65～74 歳 動機づけ支援 動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供 

いずれにも該当しない 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 

 

フローチャートのうち、特定保健指導対象者は、Ｏ、Ｐ（レベル 2）となる。中で

も、Ｏは健診後の保健指導のあと 6 か月後の評価を要件とされる「動機付け支援」、

Ｐは 3 か月以上フォローアップと 6 か月後の評価を要件とされる「積極的支援」とな

る。 

 

① 高血圧、糖尿病、高脂血症の治療中でない 

② 肥満のタイプ 
腹囲 男 85cm 以上、女 90cm 以上（１） 

腹囲は該当しないが BMI25 以上 （２） 

③ 階層化リスク 

項 目 検査項目 

リスクに該当する判

定値 

該当すればリスク個数にカ

ウントする 

空腹時血糖 100 ㎎/㎗以上 

HbA1c 5.2％以上 血 糖 

その他 糖尿病治療薬服薬中 

１ 

中性脂肪 150 ㎎/㎗以上 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40 ㎎/㎗未満 脂 質 

その他 高脂血症治療薬服薬中 

１ 

収縮期 130 ㎜ Hg 

拡張期 85 ㎜ Hg 血 圧 

その他 高血圧治療薬服薬中 

１ 

 ④ リスク計   

                                  ＋ 

1 個以上の場合で 

現在喫煙している 
１ 

⑤ リスク合計  
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（イ）特定保健指導以外の対象者 

 

 Ｍ（レベル３）は、内臓脂肪蓄積はないが、特定健診結果において、厚生労働省の

示した「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」の判定基準で、いずれかが

受診勧奨レベルにある者。したがって、緊急に、かつ確実に医療につなぐ必要性が高

く、「なぜ治療が必要か」、「放置するとどのような恐れがあるか」等を理解してもら

うための保健指導が必要な対象である。 

 Ｎ（レベル１）は、特定健診結果では受診不必要となる者。集団指導等による情報

提供によって、健診結果の意味や継続受診の必要性について理解してもらう。ただし、

尼崎市国保独自で実施する血清クレアチニンや尿酸等の検査結果で有所見となる者

もＮに含まれるため、その対象者はＭと同様に取り扱う。 

 

（ウ）治療中の対象者 

 

 基本的には生活習慣病治療中 I は保健指導対象から外れるが、そのうち治療コント

ロールが不良と判定されるＬ（レベル 4）は、特定健診結果で有所見があり、動脈硬

化等を進める可能性が高いなど、緊急に対応が必要となる。対象者は、質問表には治

療中と記していても、治療中断や服薬の不徹底等の可能性が高いことから、医療機関

と連携しながら、保健指導により、治療継続の必要性等について理解してもらう。Ｍ

と同様に取り扱う。 

 

（エ）健診未受診者 

 

 健診未受診者Ｄのうち、治療中であるＨ（レベル X） については、治療中であっ

ても年１回は特定健診を受診いただきたい旨、医療機関と連携し理解していただく。 

 Ｇの人数が減少するよう、健診未受診者対策を講じていく。 



糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導 (健診受診率40％の場合）

12%

13%

100% 100%

83%

56% 44% 17%

18% 37%
7% 10% 17% 11%

 

※出現率（％）については、健診受診者（Ｅ）又は健診未受診者（Ｄ）を100とした場合の数値

健診から保健指導実施へのフローチャート

４０歳～７４歳の被保険者を抽出

A96,055人

健診受診者

被保険者台帳

★特定健康診査の実施

年１回受診

健診未受診者

健診受診情報(問診等）とレセプトを突合

生活習慣病
治療中＊

治療なし 治療なし

レベル４

健診結果の判定

特定保健指導の対象者

健
康
診
査

保
健
事
業
対
象
者
の
明
確
化

未受診者対策 医療との連携 医療との連携

◆医療機関を受診する必要性
について通知・説明
◆適切な生活改善や受診行
動が自分で選択できるよう支
援

特定保健指導特定保健指導以外の
保健指導

保
健
事
業

計
画
P

評
価
Ｃ
※

次年度の特定健診の受診※

必要に応じて主治医の指示の
もと、保健指導が行われるよう
調整

健診データをもとに特定保健指
導個別支援計画を作成

使　用　す　る　学　習　教　材　の　選　択

次年度の特定健診未受診
又は結果未把握※

かかりつけ医と連
携した対応

レベルX レベル４

改
善
Ａ

支　援　方　法　の　検　証　、　改　善　策　の　検　討（ポピュレーションアプローチとの連携含む）

◆健診結果の見方に
ついて通知・説明

健診対象者

　★特定健診受診率

他の健診等の
結果の提出者

情報提供

良

生活習慣病のコントロール

不良

特定保健指導以外の対象者

特定保健指導

動機づけ支援 積極的支援

レベル２

動機づけ支援実施者

Y　人

積極的支援実施者数

Z　人

※次年度のメタボ該当者　   　　　　　　　　　　・予備群　   　　　　　　　　　　、糖尿病等有病者・予備群の評価（改善、悪化）、データの改善、リスク数の減少

◆対象者の特徴に応じた行動変
容を促す保健指導の実施
◆行動目標・計画の策定
◆健診結果により、必要に応じ
て受診勧奨を行う

実施者数

　X　人

レベル１

◆特定健診の受診勧
奨（例：健診受診の重
要性の普及啓発、簡易
健診の実施による受診
勧奨）

◆かかりつけ医と保健指導実施者
との連携
◆学習教材の共同使用
◆医療機関における診療報酬上
の生活習慣病管理料、栄養食事
指導料の積極的活用
◆治療中断者対策及び未受診者
対策としてのレセプトと健診データ
の突合・分析

メタボ該当者

　　C　人

メタボ予備群

Q4,726人

R5,072人

B96,055人

D57,633人 E38,422人

G32、276人

※次年度の健診結果で評価を行うものもある。

保
健
事
業
の

実
践
Ｄ

　　Ｔ　人

　Ｕ　人

　Ｖ　人

レベル３

個別に働きかけを
行った人の数

　 Ｗ　人

　　Q´人 　　R´人

Ｆ　40％

生活習慣病
治療中＊

Ｈ25,357 Ｉ6,533人
Ｊ31,889人

Ｋ2,664人 Ｌ3,862人

レベル３

受診必要

情報提供
（受診の必要性を含む）

受診不必要

レベル１

Ｍ 7,071人 Ｎ14,191人

Ｏ6,553人 Ｐ4,075人

分析

　Ｓ　％

★特定保健
指導実施率

Ｙ＋Ｚ

Ｏ＋Ｐ

様式６－１０

未受診なのでレベル

が未知のグループ

＊対象となる生活習慣病の病名と治療

①糖尿病
②インスリン療法
③高血圧症
④高脂血症
⑤（高尿酸血症）
⑥肝障害
⑦糖尿病性神経障害
⑧糖尿病性網膜症
⑨糖尿病性腎症
⑩（痛風腎）

⑪高血圧性腎臓障害
⑫脳血管疾患
　　⑬脳出血
　　⑭脳梗塞
　　⑮その他の脳血管疾
患
⑯虚血性心疾患
⑰動脈梗塞
⑱大動脈疾患
⑲人工透析

レベル２

15
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２ 実現するための方策 

 

 (1) 健診未受診者対策 

 

自覚症状のない生活習慣病を確実に予防していくためには、科学的かつ効率的な生

活習慣改善の指標として健診結果を活用することが何より重要である。これが特定健

診等を実施する目的であり、特定健診受診率は後期高齢者支援金の調整率を算定する

ための最も重要な指標とされている。したがって、健診受診率の向上は最重要課題で

ある。しかしながら、平成 18 年度の尼崎市国保被保険者の健診受診率は図 1 のとお

りで、特定健診の対象となる 40～74 歳では 19％にとどまっている。 

 

未受診者対策の重要性は、平成 19年 4～7月に実施した市民検診結果で 56％の「初

めて受診者」のうち、「何らかの検査項目が有所見だった者」が 98％であったこと、

64 109

17,400 15,906

153 376

67,390 64,923

2,714 5,457

25,058 27,374

4,934 10,946

76,486 74,986

3,974 6,049

20,238 23,385

4,635 7,163

26,347 29,734

2,265 3,908

12,476 20,342

2,561 4,780

14,163 24,808

女性 75歳以上

国保市民検診受診者
19%

国保被保険者

健診受診者
19%

総人口

男性 75歳以上

国保市民検診受診者
18%

国保被保険者

健診受診者
18%

総人口

女性 65～74歳

国保市民検診受診者
26%

国保被保険者

健診受診者
24%

総人口

男性 65～74歳

国保市民検診受診者
20%

国保被保険者

健診受診者
18%

総人口

女性 40～64歳

国保市民検診受診者
20%

国保被保険者

健診受診者
15%

総人口

男性 40～64歳

国保市民検診受診者
11%

国保被保険者

健診受診者
6%

総人口

検診受診者

総人口

1%

0.2% 1%
総人口

健診受診者

国保市民検診受診者

国保被保険者
男性 20～39歳 女性 20～39歳

国保市民検診受診者

国保被保険者
0.4%

9,801

9,979

9,564

9,736

12,479

15,115

18,893

18,436

14,295

12,238

12,940

19,532

15,981

15,823

13,911

10,493

7,473

6,842

2,065

2,297

2,390

2,577

3,599

3,764

4,275

4,268

3,072

3,693

7,576

9,618

12,016

11,369

8,804

6,095

5,443

0

0

0

1

11

28

35

35

360

328

554

1,570

2,645

2,848

3,201

1,937

1,134

837

3,415

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

０～４歳

５～９歳

１０～１４歳

１５～１９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～７９歳

８０～８４歳

８５歳～

(人)

検診受診者

国保被保険者

人口

10,343

10,080

10,211

12,366

15,498

19,811

19,715

15,205

12,908

13,291

19,585

15,497

14,765

11,582

7,726

4,037

2,400

2,224

2,402

2,516

2,716

3,600

4,012

4,722

5,066

3,874

3,430

3,980

6,343

7,431

10,770

9,468

6,657

3,615

0

0

0

1

3

21

16

24

260

244

337

666

1,207

1,855

2,119

1,328

606

331

10,407

2,204

05,00010,00015,00020,00025,00030,000

総人口のうちの国保被保険者数・国保被保険者のうち市民検診受診者数(H18）

国保40-74

受診者　18,194

総　数　　96,055

　　19％

図 1 
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中でも重症高血圧者が 2 割、合併症発症段階にある糖尿病が 1 割など、43％がすでに

「医療を要する段階」であったことからもわかる。 

 

ア 受診率向上に向けた考え方 

 

受診率向上につながる条件について、平成 18 年度国保生活習慣病予防健診や平成

19年 4～7月の市民検診受診者の動向を考察すると、 

・ 受診資格としての受診券が交付されること 

・ 限られた健診期間内に受診しなければならないなどの条件 

・ 健診会場として、駐車場を備えている会場の確保などの条件整備 

・ 年代ごとのライフスタイルに合わせた曜日や時間の設定 

・ 自覚症状がなく進行し、「何かある時」は発症の時という生活習慣病の特徴を

知る機会 

・ 健診受診者 1 人ひとりに納得し、満足してもらえる保健指導 

などが必要と考えられる。 

このようなことを踏まえて、受診率向上対策として尼崎市国保では「倍バイ大作戦」

を展開し、あらゆる機会を捉えて、「なぜ健診を受けなければいけないのか（生活習

慣病予防の基本的な考え方として、自覚症状が出るのは心筋梗塞や脳血管疾患などを

発症した時。予防するためには変化を捉えるための健診しかないことを知ってもらう

など。）」、「健診の受診率が後期高齢者支援金の加算・減算にもつながり、保険料にも

影響する」など、健診の必要性について伝えるとともに、具体的な特定健診の案内を

行う。 

 

イ 受診率向上対策 

 

（ア）尼崎市国保の実施する事業等を通じて実施するもの 

 

① 対象者に対し受診券を郵送する「ダイレクトメール方式」 

② 健診受診者に対する健診の意義や制度等についての学習機会の設定 

③ 新しい健診方法（出前健診）による健診機会の提供 

④ 「頑張る尼崎市民を応援するサポーター企業」を活用した環境づくりや健康情
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報の発信 

⑤ 尼崎市保険者協議会委員の構成団体の事業との協働による情報発信や学習機会

の設定 

⑥ 保険料決定通知の機会などを活用した全世帯へのアプローチ 

⑦ 市ホームページを活用した啓発や学習資料の提供 

⑧ 「市報あまがさき」や「エフエムあまがさき」よる案内 

⑨ 出前講座等を活用した情報提供 

 

（イ）地域コミュニティと協働で実施するもの 

 

① 社会福祉協議会単組ごとの回覧版による周知 

② コミュニティ掲示板へのポスター掲示 

③ 地域コミュニティと連携した学習機会の提供 

④ 地域コミュニティ事業と連携した啓発 

 

（ウ）企業や団体と協働で実施するもの 

 

① 健康関連産業、生活習慣関連産業など市内企業との連携による情報発信 

② 職業別団体など各種団体を通じた学習機会の提供 

③ その他 

 

こうした取組みの中でも特に、健診が自分にとって意義があると健診受診者が実感

し、自分にとっての価値を見出してもらうことこそ継続した受診につながるとともに、

受診者それぞれの生活の場で広がる人間関係を通じて、健診意義が伝えられ、受診率

の向上につながるものと考えられることから保健指導内容のより一層の充実を図っ

ていく。 



 19 

（２） 健 診 

  

心筋梗塞等の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全な

どへの進展や重症化を予防するため、メタボリックシンドロームの概念を中心に、生

活習慣改善などの必要な早期介入対象者を抽出できること、さらには保健指導対象者

を緊急性や効率性を踏まえて選定できることなどを目的に、尼崎市国保独自の検査項

目を追加し、健診を実施する。 

 

ア 内容 

 

尼崎市国保における健診内容は次のとおりとする。 

 

（ア）１次健診 

 

質問表、理学的所見（医師診察）、身体測定、BMI、腹囲測定、血圧測定 

血液検査（ALT、AST、γ－GT、中性脂肪、LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、血糖、HbA1c

尿酸(※)、血清クレアチニン(※)、赤血球（※）、血色素（※）、ヘマトクリット（※）、

白血球（※）、血小板(※)） 

尿検査（尿蛋白、尿潜血（※）、尿糖）        ※ 尼崎市国保追加項目 

 

（イ）詳細健診 

前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目につ

いて、厚生労働省による「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に示さ

れた判定基準に該当した者のうち、受診者の性別、年齢等を踏まえ、健診機関の医

師によって必要と判断された場合、次の２項目を実施する。実施に際しては、当該

健診を必要と判断した理由を尼崎市国保及び受診者に説明することが要件となる。 

 

安静時心電図、眼底検査 
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イ 尼崎市国保独自で検査項目を追加した理由 

※いずれも平成 18年国保生活習慣病予防健診及び平成 19年 4～7月市民検診結果（国保受診者分）をもとに分析 

 

（ア） ＨｂＡ１ｃと血糖 

「糖尿病の疑いが否定できない」または「糖尿病と診断できる」とされる HbA1c値

が 5.5％以上であっても、血糖所見なし（空腹時血糖 100 ㎎/㎗未満）となった者が

44％であった。HbA1cを実施せず、空腹時血糖検査のみの実施では、これらの人は「所

見なし」として早期介入対象から外れてしまうことになる。（表 1） 

また、HbA1cだけの実施では、所見なしとされる HbA1c5.2％未満のうち、空腹時血

糖 100㎎/㎗以上の有所見者が 12％含まれ、早期介入の対象から外れることになる。 

「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」では空腹時血糖、HbA1c 検査を

両方することが望ましいとされていることからも、尼崎市国保で実施する特定健診で

は 1 次健診として両方とも実施する。 

 

■ ＨｂＡ１ｃと空腹時血糖との関係 表 1 

（H18 年度国保生活習慣病予防健診及び H19 年 4～7月市民検診国保被保険者受診結果より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 尿酸 

高尿酸血症と診断できる尿酸値 7.0 ㎎/㎗以上の者の腹囲の有無を調べたところ、

「腹囲あり」が約 6 割を占めることがわかった。高尿酸血症は、血管変化を進め、さ

らには痛風腎の要因となるといわれている。今回の結果から「腹囲あり」が対象とな

る特定保健指導対象者は高尿酸血症を発症している可能性が高く、尿酸も 1 次健診と

合計 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

100ｍｇ/dl
未満

7,868 72% 4,509 88% 2,392 75% 954 40% 13 4%

100ｍｇ/dl
以上

3,088 28% 602 12% 791 25% 1,414 60% 281 96%

10,956 100% 5,111 100% 3,183 100% 2,368 100% 294 100%

糖尿病合併症
の可能性

HbA1ｃ

5.2％未満 5.2％～5.4％ 5.5％～6.9％ 7.0％以上

総計

正常
階層化基準によ

る有所見範囲

糖尿病の疑い
が否定できな
いまたは、診
断できる

血糖
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して追加し、高尿酸に対する保健指導により行動変容を支援する。 

 

■ 尿酸と腹囲の関係  表 2    

（H18 年国保生活習慣病予防健診及びH19 年 4～7月市民検診国保被保険者受診結果より） 

尿酸 7.0 ㎎/㎗以上 
 

人数 割合 

合 計 1,258 人 100％ 

腹囲あり 746 人 59％ 

腹囲なし 512 人 41％ 

 

（ウ） 血清クレアチニン 

 糸球体ろ過量（eＧＦＲ）から計算する慢性腎臓病ステージ分類（日本腎臓病学会）

で「腎機能障害期」であった者の 89％が尿蛋白検査結果で（－）（所見なし）となる

ことがわかった（表 3）。糸球体ろ過量は血清クレアチニン検査の結果がなければ判

断できないことから、腎機能低下を早期に把握し、進行を予防するための介入を行う

ため、尼崎市国保では、１次健診項目として独自に血清クレアチニン検査を追加実施

する。 

■ 腎機能低下と尿蛋白 表 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 1 9 年 度 市 民 検 診 結 果 4 ～ 7 月 分 よ り （ 国 保 被 保 険 者 の み ）

ス
テー

ジ

腎 臓 の 状 態

糸 球 体 ろ
過 量

（ e G F R )
（ ㎎ / 分

/ 1 .7 3 m 2 ）

人 数 割 合 ＋ － ＋ ２＋ ３＋

1 正 常 領 域 ≧ 90 7 5 2 1 0 .3 % 3 3 5 1 1 2

2 腎 予 備 力 の 低 下 60～ 89 5 ,1 0 1 7 0 .0 % 4 8 2 1 3 4 9 6

人 数 1 ,2 8 4 7 8 9 3 3 1 1

内 訳 9 0 %

人 数 2 5 4 2

内 訳 1 5 %

人 数 0

内 訳 0 %

人 数 1 ,2 8 6 7 9 4 3 7 1 3

内 訳 8 9 %

7 ,2 9 0 1 00 % 人 数 6 ,7 7 2 5 8 3 4 2 9 7 2 1

※ 腎 臓 の 病 期 に つ い て は 、 慢 性 腎 臓 病 （ C K D )ス テ ー ジ 分 類 （ K D IG O )を 用 い る 。

※ G F R  の 推 算 式 は 酵 素 法 の  C r .測 定 法 に よ る 新 し い 簡 易  M D R D  法 (L e v e y  A ,e t a l. A nn  In te r n  M ed . 2 00 6 ;1 45 :2 47-

2 54 .)か ら 、 さ ら に 日 本 人 補 正 係 数  0 .7 4 1 を か け て い る 。

総 計

0 %

ス テ ー ジ 3～ 5小 計 1 ,4 3 7 20 %
1 1 %

5 尿 毒 期 （人 工 透 析 ＜ 15 0

1 0 %

4 腎 機 能 不 全 期 15～ 29 1 3 0 .2 %
8 5 %

0 %

7 0 1

4 ,7 8 5

3 腎 機 能 障 害 期 30～ 59 1 ,4 2 4 1 9 .5 %

腎 臓 の 病 期 総 計 尿 蛋 白

－

21 
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1,638

男性 女性 　自　覚　症　状 自覚症状の理由

人 率 人 率

　疲れやすい　四肢の冷感　食欲不振　舌炎　下痢・便秘 　末梢組織への酸素供給量が減少するため

　頻脈　動悸

　聴診によって心雑音がきかれる 運動時呼吸困難　胸痛　

　めまい　頭痛 　思考力低下　傾眠　失神 　脳への酸素供給量が低下するため

血色素量 健診判定値

検査者

1,638人
（ｇ/ｄｌ）

貧血既往歴
あり　437人

受

診

勧
奨

(

多

血

症

)

8 0.5 2 25.0

18

17

16

正

常
範

囲

1,512 92.3 413 27.3

15

14

13

12
保

健

指

導
11

受
診
勧

奨

（

貧

血

）

10

9

5

87 5.3 16 18.4

23 1.4 6 26.1

1 0.1 0 0.0

6

　皮膚，粘膜，爪，などが蒼白になる 　ヘモグロビン量が減少するため

8

3 0.2 0 0.0

7 　心臓への酸素供給量が減少するため

貧血　118人 22人

0.2 0 0.04

血色素濃度が正常範囲以下になってもすぐに症状は発現しない

※　110人は視診等では発見できない　（血液検査で発見できる）

　正常値未満～9ｇ/ｄｌ以上

多血症になると、赤血球の増加によって血液が濃くなり
動脈硬化や血栓症起こすリスクが高くなります

血色素濃度の低下に応じて症状が重症化する
除々に貧血になると、身体がその状態に慣れ、重症でも自覚症状を感じにくい

※　8人（0.5％）　9ｇ/ｄｌ未満

（エ） 貧血検査（赤血球・血色素） 

※平成 19年 4～7月市民検診受診者で「標準的な質問票（確定版Ｐ45）」の回答を得られた者 1,638 人の結果より 

 「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」では貧血検査は既往歴や視診の結

果、必要とされた者に対する詳細健診として位置づけている。 

 貧血の有所見者 118 人のうち 96 人（約 81％）は貧血の既往がなく、貧血検査を実

施しなければ見落とすことになることがわかった。また、視診で貧血が確認できる症

状が出現するのが血色素９㎎/㎗未満であるため、正常値を下回り、貧血について保

健指導が必要な段階にあっても見落とし、早期介入が遅れることとなる。 

貧血状態が長期化すると心電図異常が出現するなど他の臓器への影響もあること

から、それを予防するため、尼崎市国保では貧血検査を 1 次健診で実施する。 

 

（オ） 血小板、白血球 

 メタボリックシンドロームでは、内臓脂肪の蓄積によって、血栓を溶かす働きのあ

る物質の産生を抑える物質「PAI-1」が増加する。したがって、血栓ができやすくな
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る。血小板は傷ついた血管内皮の細胞に付着し、血液凝固の過程を活性化するように

働く。血小板数の増加はこのような働きを強める可能性があると考えられる。メタボ

リックシンドロームの定義と診断基準（平成 17 年 4 月日本内科学雑誌）にも、「易炎症性

状態と易血栓性状態は互いに関連しており、メタボリックシンドロームにしばしばみ

られる病態である」と示されている。これらのことから、炎症や血液凝固に関する検

査項目を 1 次健診に追加する。 

  

（カ） 尿潜血 

 平成 19年 5 月に日本腎臓病学会から出された「慢性腎臓病（CKD）診療ガイド」に

おいて、腎機能低下が疑われ、腎臓病専門医への受診勧奨の基準のひとつとして、「尿

蛋白と尿潜血がともに陽性（１＋以上）」という基準がある。尿潜血を実施しない場

合、尿潜血による対象者の把握ができなくなるため、早期介入が遅れる。したがって、

1 次健診項目として、尿潜血検査を追加する。 
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ウ 健診実施体制 

   

尼崎市国保被保険者が 1 人でも多く受診しやすいよう、さまざまなライフスタイル

を考慮し、地域集会場などへの巡回健診に加え、駅ターミナル拠点や本庁舎での健診、

さらにはより身近な医療機関や希望場所まで出向く出前健診など、いろいろな場所、

方法で実施する。また、土日・祝日や早朝などにも健診を実施するなど、利便性に配

慮し、被保険者のニーズを踏まえ、受診しやすい健診体制を構築する。 

また、各健診実施機関において、国の示す標準的な精度管理を適切に行ってもらう

など、健診の質の確保に留意する。 

○ 健診実施形態 及び 実施曜日、回数等 

場 所 回 数 等 健診方式 

①駅ターミナル 土日祝中心  月 6 日（朝・昼） 

②本庁 土日祝中心  月 6 日（朝・昼） 

③地域巡回 平日中心 月 10 日（朝・昼） 

④出前 
（30 人以上の申し込みがあれば

出向く） 
随時（午前 8 時～午後 8 時、予約制） 

集団健診方式 

⑤医療機関 随時（実施医療機関の開院時間内） 

⑥保健所 保健所の各種検診に含めて実施（予約制） 

個別健診方式 

①②③の実施場所において、随時、夜間も実施していく。 

 

エ 特定健診の契約基準等 

 

 尼崎市国保で行う特定健診は、健診実施機関（保健所含む）への業務委託によって

実施する。委託基準、契約方法は次のとおりとする。 

 

（ア）特定健診委託基準 

 

  法及び国民健康保険法の趣旨を十分理解していることを前提とし、健診機関が委託

基準を満たしていることを示す「重要事項に関する規定」を定め、その概要をホーム

ページ等で公表しているなど、基本指針において国の示す健診実施機関の質を確保す
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るための委託基準に加え、「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」における

「健診実施に関するアウトソーシング基準」に基づき、事業者の選定・評価を行う。 

 

（イ）契約方法 

 

委託基準に合致した各健診実施機関との個別契約により実施する。 

 

(ウ) 健診実施機関リスト 

 

 健診実施形態ごとに、委託基準に基づき各健診機関に対し健診実施を委託する。 

○特定健診実施機関リスト 

実施場所 
健診機関 

コード 
健診機関名 住所 電話番号 健診時期 受付時間 予約 

地域巡回 2820700041 
(財)尼崎健康医療事

業財団ハーティ 21 

南 塚 口 町

4-4-8 
6426-6124 5 月～10月 9 時 30 分～ 不要 

駅ターミ
ナル 

    5 月～2月 
8～10 時 

13～15 時 
不要 

出前  
（毎年、入札で決

定） 
  年間 随時 要 

本庁     5 月～2月 
8～10 時 

13～15 時 
不要 

    

医療機関 
 

（取りまとめ
機関コード） 
 

尼崎市医師会 
南 塚 口 町

4-4-8 
6426-6333 

年間 
施設ごとに

異なる 

施設ご

とに異

なる 

保健所 2829003017 尼崎市保健所 
七 松 町

1-3-1-502 
4869-3016 年間 

曜日により

異なる（※） 
要 

※保健所受付時間 月曜日 13時～14時、火～金曜日9時～10時 

健診機関 

地域巡回 

健診機関 

駅ターミナル、

出前 

健診機関 

本庁 

尼崎市保健所 

尼崎市医師会 

（取りまとめ機関） 

健診機関 

（診療所） 

健診機関 

（病院） 

健診機関 

（診療所） 

尼崎市国保 

個別契約 

執
行
委
任 
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印 

オ 受診券の発行 

 

 健診受診は、受診券と健康保険証の両方の持参を要件とする。 

受診券は前年度末現在、尼崎市国保の被保険者で、翌年度中に 40～74 歳になる者

に対し、尼崎市国保から送付する。現年度中に新たに尼崎市国保に加入した者は、加

入時に国民健康保険証の交付と併せて受診券を交付する。受診券の見本は下図のとお

り。 

 

（表面）                    (裏面) 

 

 

 

 

 

 

特定健康診査受診券 

交付日 

受診券整理コード 

受診者の氏名 

    性別 

    生年月日 

住 所                   

 

有効期限  年 月 日 

 

健診内容  特定健康診査 

      

窓口での自己負担額   

特定健診          円 

     その他           円 

保険者所在地 

保険者電話番号 

保険者番号・名称  

     

 

注意事項 

１ 特定健康診査を受診するときには、この券と被保険者証

を窓口に提出してください。どちらか一方だけでは受診でき

ません。 

２ 特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に、受

診券と同時に送付した健診受診場所のいずれかで受診してく

ださい。 

３ 特定健康診査の結果は、受診者本人に対して通知すると

ともに、尼崎市国民健康保険において保存し、必要に応じ、

保健指導や尼崎市国民健康保険被保険者の健康実態分析、保

健事業等に活用しますのでご了承の上受診願います。 

４ 健診結果のデータファイルは、国への実施結果報告とし

て匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承の上、受

診願います。 

５ 被保険者の資格がなくなったときは、５日以内にこの券

を尼崎市国民健康保険に返してください。 

６ 不正にこの券を利用した者は、刑法により詐欺罪として

懲役の処分をうけることがあります。 

７ この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに尼崎

市国民健康保険に差し出して訂正を受けてください。 

見本 
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（３）保健指導 

 

ア 保健指導対象者選定の考え方 

 平成 18 年度生活習慣病予防健診及び平成 19年 4～7月の市民検診を受診した国保

被保険者の健診結果を階層化し、フローチャートＬからＰまでのグループ（Ｐ15 参

照）のうち、受診勧奨判定値、保健指導判定値を超える者の数及び出現割合を調べた

（P.50 資料「階層化結果と各健診項目別有所見の状況」） 

その結果、治療中を除いた保健指導判定値以上の者で「特定保健指導」となるのは

32％にすぎず、「情報提供」となるのが 68％に及んだ。中でも、「特定保健指導」で

は摂取エネルギーの過剰に起因する項目が「情報提供」より多く、「情報提供」では、

血圧や HbA1c、LDL コレステロール、eGFR(糸球体ろ過量)など、内臓脂肪の有無に関

係なく循環器疾患や腎疾患の発症に関わる有所見項目が「特定保健指導」より多かっ

た。 

「特定保健指導」の対象者に対してのみ保健指導を実施することになると、「情報

提供」のうちの、これら医療が必要な対象者にも画一的な情報提供を行ってしまう恐

れが生じる。尼崎市国保としては、循環器疾患や腎疾患の重症化予防による医療費適

正化のためにも、特定保健指導対象者以外も、優先順位を勘案して保健指導対象者と

位置づける。 

中でも、eＧＦＲを指標とした腎機能低下を優先的に保健指導の対象とする。これ

は、①腎機能低下の進行を防ぎ人工透析導入者の増加を防ぐことで医療費適正化が図

れると考えられる、②メタボリックシンドロームと並んで「慢性腎臓病（ＣＫＤ）が

心血管系疾患の大きな危険因子（ＣＫＤ診療ガイドより）」であること、③肥満、運動不

足、飲酒などの生活習慣が慢性腎臓病の発症や進行に関与しており、早期介入による

生活習慣改善への支援によって発症や進行が予防できること、④腎機能低下を防ぎ、

人工透析導入を防ぐことが、対象者のＱＯＬ（生活の質）を守ることにつながること

等の理由からである。 

★eGFR（ml/分/1.73㎡）（糸球体ろ過量）とは･･･ 

 

1 分間にろ過される原尿の量。正常では 1 分当たり 100ml、24 時間あたり 140ℓとされてい

る。（そこから必要な物質や水分を再吸収し、100 分の 1 に濃縮して尿となる） 

GFR は 24 時間蓄尿して行う検査（クレアチニンクリアランス）によって算出されるが、健診

結果では簡便な推算式を用いる。推算式 GFR は eGFR と表記される。 
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イ 保健指導の優先順位・支援方法 

 

  各年度の対象者数等 優

先

順

位 

種

類 

保健指導

レベル 
理 由 支援方法 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

積
極
的 

1,834 2,292 2,751 2,751 2,980 

動
機
付
け 

2,949 3,686 4,423 4,423 4,792 

１ 特

定

保

健

指

導 

特定保健

指導 

 

（レベル

２） 

 

O、P 

メタボリックシンドロー

ム該当者のうち、最も血

管変化が進んでいる恐れ

があり緊急性が高い。 

（特定保健指導評価指標

達成に寄与する。） 

○個別支援を基本とする。 

★メタボリックシンドローム

がなぜ血管変化を進めるかイ

メージでき、内臓脂肪を減少

させる生活習慣を選択できる

よう支援する。 

★内臓脂肪蓄積が自分のどの

ような生活習慣と関係がある

のか結び付けて理解できるよ

う支援する。 

★より予防意識を高めるため

詳細健診等の結果をもとに保

健指導をする。 

積極的支援  計/１５５分（４回/年） 

動機づけ支援 計/６０分 （２回/年） 

2,168 2,711 3,253 3,253 3,254 

２ eGFRを指

標とした

腎機能低

下等 

 

（レベル

１で３次

予 防 段

階） N 

生活習慣改善に向けた早

期介入により発症や進行

を予防できる。 

人工透析を必要とする腎

不全を予防し、医療費適

正化を図る。内臓脂肪蓄

積によらない虚血性心疾

患等を予防する。 

○個別支援を基本とする。 

★合併症が起こる時期、症状、

発見のための検査、診療科に

ついて説明する。 

★上記のわかる資料作成 

★自分の状態を理解し、生活

習慣の改善や受診行動につい

て選択できるよう支援する。 

３０分（１回/年） 

7,071 8,838 10,605 10,605 11,489 

３  

受診勧奨 

 

（レベル

３）M 

特定保健指導の対象では

ないが緊急性が極めて高

い。虚血性心疾患、脳血

管疾患等重症化予防、医

療費適正化の観点から重

要。 

○個別支援を基本とする。 

★メカニズムを通して治療の

必要性が理解してもらえるよ

う支援する。 

３０分（１回/年） 

3,862 4,826 5,792 5,792 6,275 

４ 治療中で

コントロ

ール不良

者 

 

（レベル

４）L 

特定保健指導の対象では

ないが虚血性心疾患、脳

血管疾患等重症化予防、

医療費適正化の観点から

重要。 

○個別支援を基本とする。 

★コントロール不良によって

起こる合併症や血管変化がイ

メージできるよう支援する。 

★治療内容の理解のための学

習教材の開発 

★主治医との連携体制の整備

（連絡票の作成） 

★治療中断者を見つけるため

レセプトと健診データの突

合・分析 

３０分（１回/年） 

12,023 15,026 18,032 18,032 19,535 

５ 

特
定
保
健
指

導
以
外
 

上記の者

以外 

 

（レベル

１）N 

生活習慣改善の指標とし

て健診結果を活用し、継

続的に受診することの必

要性について理解しても

らうことが重要。 

○グループ支援を基本とす

る。 

★構造図の見方やバランス食

について理解してもらえるよ

う支援する。 

グループ指導（１回/年） 

※ 各保健指導時間は、保健指導そのものに要する時間のみ計上。 

上段：対象者数、下段:保健指導時間/回数 
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(参考) 保健指導対象者の根拠となる尼崎市国保保健指導プログラム 

※特定保健指導受託機関ごとに、「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」を踏まえた

特定保健指導プログラムが設定される。 

 

ウ 保健指導における契約基準等 

 

 基本的な考え方として、特定保健指導は、尼崎市国保が直接実施するものと、「標

準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に示された委託基準等を踏まえ、特

定保健指導プログラムを設定している保健指導実施機関に委託して実施するもの

のうちから、特定保健指導対象者が選択して実施する。 

特定保健指導以外の保健指導対象者については、尼崎市国保において実施する。 

 

（ア）特定保健指導委託基準 

 

  法及び国民健康保険法の趣旨を十分理解していることを前提とし、保健指導機関

が委託基準を満たしていることを示す「重要事項に関する規定」を定め、その概要

種別 プログラムの種類 健診１ヶ月後 
１．５～  ２

ヶ月後 
３ヵ月後 ６ヵ月後 1年後 

健診結果説明 

（個別相談） 

個別支援 

（支援Ｂ） 

個別相談 

(支援Ａ) 

評価簡易健診 

個別相談 

(支援Ａ) 

30～45 分  10 分 30 分 30 分 

積極的支援 

（国の示す階層

化基準による） 

ポイントなし 20P 120P 120P 

特

定

保

健

指

導 

レ
ベ

ル
２
 
※
 動機付け支援 

（国の示す階層

化基準による） 

健診結果説明 

（個別相談） 
 

評価簡易健診 

個別相談 

eGFR を指標とした腎

機能低下 

健診結果説明 

（個別相談） 
 

（必要に応じて継

続 的 な 健 康 相

談） 

受診勧奨対象者 

コントロール不良者 

健診結果説明 

（個別相談） 
 

レセプトによる受

診確認 

未受診者に対す

る個別相談 

特

定

保

健

指

導

以

外 
レベル１ 

（うち、上記以外） 

健診結果説明 

（グループ指導） 
  

特定健診 



 30 

をホームページ等で公表しているなど、基本指針において国の示す特定保健指導実

施機関の質を確保するための委託基準を網羅していること。さらに、「標準的な健

診・保健指導プログラム（確定版）」における「保健指導実施に関するアウトソーシ

ング基準」に基づき、事業者の選定・評価を行う。 

 

（イ） 保健指導実施機関別リスト 

 

保健指導機関

コード 
機関名 住所 電話番号 

保健指導実

施者 

保健指

導時期 
受付時間 予約 

 
尼崎市国

保年金課 
東七松町 1-23-1 6489-6797 

保健師 
管理栄養士 
(委託による
ものも含む) 

健診の

翌月 
（健診時に予約） 

（取りまとめ
機関コード） 
 尼崎市医

師会 
南塚口町 4-4-8 6426-6333     

 
 

 
（毎年、入札で

決定） 
     

 

エ 保健指導実施者の人材確保と資質向上 

 

 保健指導実施者は、各保健指導レベルに応じた支援方法（P.27）が実施でき、求

められる資質が担保できることが基本となる。各学会ガイドラインについて理解し

ていることはもとより、「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」とともに

国が示した学習教材集などを活用した保健指導が実施できることを前提とする。 

人材確保と資質向上に向け、尼崎市国保による研修機会の確保も図っていく。 
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オ 保健指導の評価 

 

  内臓脂肪蓄積者に対して実施した保健指導の評価は初回保健指導の6ヵ月後に、

簡易検査結果をもって行う。さらに全対象者に対する保健指導の評価は、翌年度の

健診結果により行う。評価の視点は下表のとおり。 

 

カ 保健指導利用券の発行 

 

 保健指導の利用は、尼崎市国保が発行した利用券と健康保険証の両方の持参を要

件とする。 

 保健指導利用券は駅ターミナル、本庁、地域巡回、出前の集団方式と、医療機関、

保健所の個別方式のそれぞれによって発行方法が異なる。 

集団健診方式は、特定健診受診場所で直接保健指導利用券を発行し交付する。個

別方式は、特定健診結果が健診機関から報告された後、健診結果から選定、抽出し

た保健指導対象者に対し、郵送等により尼崎市国保から交付する。 

 保健指導利用券の見本は次頁のとおり。 

 

 

 

評価の視点 
種別 プログラムの種類 

6 ヶ月後 1 年後 

特定保健

指導 
特定保健指導（レベル２（Ｏ、Ｐ）） 

腹囲、体重の減少 

血圧有所見率の減少 

血糖、HbA１c 有所見率の

減少 

①内臓脂肪症候群該当者・予備

群の減少 

②内臓脂肪症候群該当者・予備

群で各結果値が3次予防段階に

あるものの減少 

eGFR を指標とした腎機能低下 

（レベル 1（Ｎ）で 3 次予防段階） 
 

eＧＦＲの維持、他リスクの改善及

び 3 次予防段階にある者の減少 

受診勧奨対象者(レベル 3（Ｍ)） 

コントロール不良者(レベル 4 のＬ) 
 3 次予防段階にある者の減少 

特定保健

指導以外 

レベル１（Ｎ）（うち、上記以外）  健診の継続受診率 
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（表面）     (裏面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定保健指導等利用券 

交付日 

利用券整理コード 

受診者の氏名 

    性別 

    生年月日 

住 所                  

有効期限  年 月 日 

特定保健指導区分 特定保健指導 

・積極的支援 

          ・動機付け支援 

         その他の保健指導 

 

 窓口での自己負担額            

保険者所在地 

保険者電話番号 

保険者番号・名称  

     

 

印 

注意事項 

１ 保健指導を利用するときには、この券と被保険者証を窓口

に提出してください。どちらか一方だけでは利用できません。 

２ 特定保健指導はこの券に記載してある有効期限内に利用

してください。 

３ 保健指導の実施結果は、尼崎市国民健康保険において保存

し、必要に応じ、次年度以降の保健指導や尼崎市国保被保険者

の健康実態分析、保健事業等に活用しますのでご了承の上利用

願います。 

４ 特定保健指導の実施結果のデータファイルは、国への実施

結果報告として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了

承の上、利用願います。 

５ 被保険者の資格がなくなったときは、５日以内にこの券を

尼崎市国民健康保険に返してください。 

６ 不正にこの券を利用した者は、刑法により詐欺罪として懲

役の処分をうけることがあります。 

７ この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに尼崎市

国民健康保険に差し出して訂正を受けてください。 

 

（保健指導実施機関で特定保健指導を受ける場合） 

 

 

見本 
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第３章 特定健診･特定保健指導の結果の通知と保存、報告 

 

１ 受診者（利用者）に対する特定健診・特定保健指導の結果の通知等 

 

 特定健診受診者に対する健診結果の通知は、健診終了概ね１ヶ月後に実施する。

通知の方法は受診場所によって異なる。集団健診方式で受診した者の結果通知につ

いては、原則として特定保健指導（結果説明）とともに行う。 

結果通知票は、特定健診受診者自身が、内臓脂肪の蓄積にともなう血管変化の進

展や、生活習慣とのつながりについてより理解してもらえるよう、経年表及び血管

変化フロー図の 2種類を活用する。 

特定保健指導結果は保健指導実施機関によって紙媒体及び電子データとして記

録し、それを尼崎市国保で保存する。 

 これらの記録のうち、国で示された報告様式に基づくもの（次項）については、

兵庫県社会保険診療報酬支払基金に対し電子データで報告する。 

 

２ 特定健診･特定保健指導のデータの形式 

 

特定健診実施機関、特定保健指導実施機関、および兵庫県社会保険診療報酬支払

基金を通じた国への報告は、すべて電子データでの送受信を原則とする。データの

様式は「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に示された電子的標準様

式イメージと同様のものとする。 

 

３ 特定健診･特定保健指導の記録の管理･保存期間について 

 

特定健診及び特定保健指導の記録の保存義務期間は、特定健康診査及び特定保健

指導の実施に関する基準（厚生労働省令第百五十七号 平成十九年十二月二十八

日）第十条に基づき、記録の作成の日から最低 5 年間、又は尼崎市国保被保険者が

他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までとされている。し

かしながら、尼崎市国保では、被保険者が特定健診・特定保健指導の結果を活用し

て、生涯にわたる自己の健康づくりの支援を行えるよう、加入期間中はできるだけ

長期間保存することを原則とする。 
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 尼崎市国保におけるこれらの記録の保存は、紙媒体及び電子データの両方をもっ

て行う。 

 

４ 記録の提供の考え方 

 

（１）尼崎市国保脱退者 

 

尼崎市国保被保険者が、脱退後も生涯を通じた生活習慣病予防、健康づくりがで

きるよう支援するという観点から、健診結果等の使用目的が自身の生活習慣病予防

等である場合には、記録の保存期間の満了後に 5 年分の特定健診記録を脱退者本人

に対し提供することとする。 

★ 長期間健診結果を保存する必要性 

リスクの重積結果による脳・心臓血管疾患の発症は少なくとも 10 年以上の経過があるため、予防の

ためには、10 年以上の健診結果経年表が必要となる。 

34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳

脳梗塞

高LDL

BMI25以上（肥満）

一過性脳虚血治療

検

査

結

果

治

療

高中性脂肪

高血圧

高尿酸

低HDL

37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳

BMI25以上（肥満）

高GPT

高血圧

高中性脂肪

低HDL

高血糖

陰性T波

治療 心筋梗塞

検

査

結

果

心

電

図
ST-T異常

異常Q波

反時計方向回転

Ａ氏 ５４歳 脳梗塞

Ｂ氏 ５７歳 心筋梗塞

肥満以外のリスクがない
状態（情報提供）

リスクが出始めた
状態（動機づけ支援）

リスクが重なり始めた
状態（積極的支援）
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（２）特定健診･特定保健指導委託先事業者 

 

 尼崎市保健所や特定健診・特定保健指導の委託先となる実施機関に対し、特定健

診及び特定保健指導結果の記録を提供する場合は、目的外利用を禁ずるなど、尼崎

市個人情報保護条例に基づき取り扱う。 

 

５ 健康ファイルの活用 

 

 尼崎市国保被保険者の生涯を通じた健康増進の取り組みを支援するため、健康フ

ァイルを活用する。 

 健康ファイルには、特定健診・特定保健指導の記録が経年的に保存でき、健診結

果を読み解くために必要な資料や、生活習慣を振り返るために必要な資料を盛り込

む。 

 

６ 個人情報保護対策 

 

 個人情報については適正な取扱いを行う必要があるため、次のとおり対策を講じ

る。 

① 特定健診・特定保健指導で得られる健康情報等の取扱いについては、尼崎市

個人情報保護条例等を踏まえて取り扱うとともに、職員の義務（データの正

確性の確保、漏洩防止措置、従業者の監督、委託先の監督）について周知徹

底を図る。 

 ② 特定健診・特定保健指導データの電子媒体による保存及びデータの提供につ

いては、「尼崎市電子計算機処理にかかるデータ保護管理規定」を遵守する。  

③ 特定健診・特定保健指導を外部に委託する際には、委託先に対して個人情報

の管理について、関係法令等を十分理解させるとともに、法令等を遵守し業

務を遂行するよう、契約書に明記し、適宜個人情報の管理状況の確認を行う。 
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７ その他 

 

第 3章に規定する取扱いについては、特定保健指導以外の保健指導について、準

用することとする。 

＜参考条文＞ 

○国民健康保険法（平成２０年４月１日施行分） 

第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職に合った者が、正当な理由なしに、

国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密をもらしたときは、一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。 

 ○高齢者の医療の確保に関する法律 

（秘密保持義務） 

第三十条 第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その者

が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その

実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 

第百六十七条 第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する 



 37 

第４章 特定健診以外の健診との関係 

 

１ 介護保険法に基づく生活機能評価 
 

介護保険法に基づき、65 歳以上で生活機能の低下があるもの(特定高齢者候補者)

を抽出するために行う生活機能チェック（問診）及び、特定高齢者候補者に対して

行う生活機能検査（血液検査、理学的所見検査）を、特定健診と同時に受診できる

よう調整する。 
 

２ 75 歳以上の後期高齢者を対象にした健診 
 

 尼崎市国保被保険者が 75 歳に達すると、尼崎市国保を脱退し、後期高齢者医療

保険の被保険者となる。その場合、法に基づき後期高齢者医療保険においても保健

事業として、糖尿病等生活習慣病を治療していない人を対象に健診が実施されるが、

できるだけ後期高齢者の利便性を考慮し、また、後期高齢者医療保険での健診の目

的に沿った特定健診の実施場所（たとえば医療機関など）で、健診を同時実施でき

るよう調整する。 
 

３ 生活保護受給者に対する健診 

 

 各医療保険に属さない生活保護受給者に対しては、健康増進法に基づき尼崎市保

健所で実施する。 

 

４ がん検診 
 

 がん検診は、健康増進法に基づき尼崎市保健所によって実施する。 

特定健診実施場所のうち、地域巡回では肺がん検診（胸部Ｘ線撮影）を実施する。

保健所では、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診を、医療機関では施設設備に

より、乳がん検診（マンモグラフィ）、子宮がん検診、胃がん検診、および大腸が

ん検診を実施する。特定健診と同時に実施できるよう調整する。 
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５ 肝炎ウィルス検査 

 

 尼崎市保健所が実施する肝炎ウィルス検査を特定健診と同時に実施できるよう

調整する。 

 

６ 特定健診以外の健診結果の提出 

 

 尼崎市国保被保険者が、労働安全衛生法に基づく定期健康診断や独自に人間ドッ

クなど特定健診に代わる健診の受診結果を尼崎市国保に提出すると、特定健診受診

率に算定されることから、健診機会があれば結果票を提出してもらうよう周知する

とともに、健診結果に基づき階層化し、必要に応じて、特定保健指導または特定保

健指導以外の保健指導を実施する。 

 なお、尼崎市保健所で実施している一般健康相談では、労働安全衛生法に基づく

定期健康診断を実施しており、事業所健診の施設として活用できる。 
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1
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3
3

5
3
.9
%
2
,0
0
7
1
4
%
2
,7
2
6
1
8
%
6
,1
6
0
4
2
%

6
2
2

4
%

1
4
1

1
%

7
7
1

5
%

5
7
9

4
%

3
8
4

3
%
1
0
,2
1
6
6
9
%
2
,1
6
8
1
5
%
6
,1
4
3
4
1
%

(再
掲
）
4
0
～
6
4
歳

2
6
,2
7
4

9
,2
3
9
5
,6
5
6

6
1
.2
%

6
4
6
1
1
%

9
3
4
1
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合
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合
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2
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1
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1
%

3
2
%

2
1
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3
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1
2
2
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0
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1
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4
%

1
1
9
4
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6
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9
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1
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3
3
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0
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1

8
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3
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3
1
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1
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1
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6
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6
2
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2
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2
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7
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3
.6
%

3
8

6
%

4
3

6
%

2
4
3
3
6
%

3
3

5
%

1
0

1
%

3
1

5
%

1
1

2
%

1
2

2
%

1
9
2
2
9
%

7
5
1
1
%

2
8
9
4
3
%

4
0
歳
代

1
4
,0
3
1

4
,1
3
2
1
,3
0
9

3
1
.7
%

8
5

6
%

1
4
8
1
1
%

4
3
5
3
3
%

5
2

4
%

2
6

2
%

5
9

5
%

3
2

2
%

2
1

2
%

6
2
1
4
7
%

1
4
3
1
1
%

6
2
2
4
8
%

5
0
歳
代

2
2
,7
5
8

8
,7
2
7
4
,9
4
6

5
6
.7
%

4
2
2

9
%

6
4
3
1
3
%
1
,7
3
2
3
5
%

1
9
9

4
%

8
3

2
%

2
3
5

5
%

1
7
1

3
%

1
0
0

2
%
3
,2
0
8
6
5
%

4
5
6

9
%
2
,4
1
4
4
9
%

6
0
歳
代

4
0
,3
6
8

2
2
,9
6
7
1
6
,3
2
3

7
1
.1
%
1
,8
2
0
1
1
%
2
,7
0
7
1
7
%
5
,7
5
2
3
5
%

5
4
8

3
%

1
0
3

1
%

6
3
9

4
%

5
5
7

3
%

3
2
0

2
%
1
1
,3
1
7
6
9
%
1
,2
7
9

8
%
8
,3
3
5
5
1
%

7
0
～
7
4
歳

5
1
,3
3
5

1
2
,3
7
0
9
,7
3
7

7
8
.7
%
1
,5
1
7
1
6
%
1
,9
9
6
2
0
%
3
,3
8
7
3
5
%

2
8
3

3
%

3
0
%

3
6
5

4
%

3
6
3

4
%

1
7
1

2
%
6
,9
0
9
7
1
%

8
4
4

9
%
5
,2
1
6
5
4
%

合
計

1
8
3
,6
5
6

6
3
,8
8
3
3
3
,2
5
1

5
2
.0
%
3
,9
0
3
1
2
%
5
,5
5
9
1
7
%
1
1
,6
2
8
3
5
%
1
,1
2
9

3
%

2
2
6

1
%
1
,3
3
3

4
%
1
,1
3
7

3
%

6
2
6

2
%
2
2
,2
8
5
6
7
%
2
,8
1
4

8
%
1
6
,9
4
2
5
1
%

(再
掲
）
4
0
～
6
4
歳

5
5
,0
7
7

2
2
,1
0
0
1
2
,5
7
7

5
6
.9
%
1
,1
5
4

9
%
1
,7
8
6
1
4
%
4
,4
6
3
3
5
%

4
8
3

4
%

2
0
3

2
%

5
5
5

4
%

4
0
7

3
%

2
4
3

2
%
8
,1
7
9
6
5
%
1
,0
8
2

9
%
6
,2
1
8
4
9
%

(再
掲
）
6
5
～
7
4
歳

4
2
,3
8
8

2
6
,0
8
9
1
9
,7
3
5

7
5
.6
%
2
,6
9
0
1
4
%
3
,7
0
8
1
9
%
6
,8
4
2
3
5
%

5
9
9

3
%

1
2

0
%

7
4
3

4
%

7
1
6

4
%

3
6
9

2
%
1
3
,8
7
4
7
0
%
1
,6
4
0

8
%
1
0
,3
6
9
5
3
%

高
血
圧
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尿
酸
血
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イ
ン
ス
リ
ン
療
法

人
工
透
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病
性
腎
症
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病
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網
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尿
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管
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病

（
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合
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数
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男
性

数
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数
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合
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合

数
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合
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合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

2
0
歳
代
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8
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3

8
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2
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1
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0
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1
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1
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1
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1
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1
2
1
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0
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2
1
3
1
2
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5
4
5
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6
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5
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9
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9
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1
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0
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1
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合
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合
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合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合
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合
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合

2
0
歳
代
以
下

1
7
,7
3
4

5
,7
5
2

4
8

0
.8
%

0
0
%

1
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2
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4
8
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8
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1
8
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1
1
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6
5
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1
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(再
掲
）
4
0
～
6
4
歳

2
8
,8
0
3

1
2
,8
6
1
2
,0
9
2

1
6
.3
%

1
6
5

8
%

3
0
5
1
5
%

2
1
9
1
0
%

2
6

1
%

2
4
3
1
2
%

2
0
1
1
0
%

9
2

4
%
1
,2
1
3
5
8
%

9
5

5
%
1
,1
5
2
5
5
%

(再
掲
）
6
5
～
7
4
歳

1
9
,5
6
2

1
4
,8
2
5
3
,2
1
7

2
1
.7
%

3
8
8
1
2
%

6
7
5
2
1
%

2
6
4

8
%

3
0
%

3
0
2

9
%

3
4
9
1
1
%

1
4
5

5
%
2
,1
5
3
6
7
%

1
4
8

5
%
2
,0
5
3
6
4
%

総
数

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

数
割
合

2
0
歳
代
以
下

3
6
,3
4
2

1
0
,7
6
0

7
9

0
.7
%

0
0
%

2
3
%

1
4
1
8
%

0
0
%

4
5
%

3
4
%

2
3
%

5
6
%

3
4
%

1
8
2
3
%

3
0
歳
代

1
8
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2
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4
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2
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2
4
3

4
.9
%

6
2
%

1
0

4
%

3
3
1
4
%

2
1
%

3
1
1
3
%

1
1

5
%

1
2

5
%

5
2
2
1
%

1
3

5
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9
0
3
7
%

4
0
歳
代

1
4
,0
3
1

4
,1
3
2

4
3
5

1
0
.5
%

2
2

5
%

5
7
1
3
%

5
1
1
2
%

1
1

3
%

5
9
1
4
%

3
2

7
%

2
1

5
%

1
7
4
4
0
%

4
8
1
1
%

1
9
8
4
6
%

5
0
歳
代

2
2
,7
5
8

8
,7
2
7
1
,7
3
2

1
9
.8
%

1
5
3

9
%

2
6
4
1
5
%

1
9
8
1
1
%

3
1

2
%

2
3
5
1
4
%

1
7
1
1
0
%

1
0
0

6
%

9
8
4
5
7
%

1
7
0
1
0
%

8
4
7
4
9
%

6
0
歳
代

4
0
,3
6
8

2
2
,9
6
7
5
,7
5
2

2
5
.0
%

6
3
5
1
1
%
1
,1
1
9
1
9
%

5
4
7
1
0
%

4
0

1
%

6
3
9
1
1
%

5
5
7
1
0
%

3
2
0

6
%
3
,6
7
6
6
4
%

4
5
8

8
%
2
,9
6
2
5
1
%

7
0
～
7
4
歳

5
1
,3
3
5

1
2
,3
7
0
3
,3
8
7

2
7
.4
%

5
3
6
1
6
%

8
0
4
2
4
%

2
8
2

8
%

3
0
%

3
6
5
1
1
%

3
6
3
1
1
%

1
7
1

5
%
2
,3
4
6
6
9
%

2
9
4

9
%
1
,8
4
2
5
4
%

合
計

1
8
3
,6
5
6

6
3
,8
8
3
1
1
,6
2
8

1
8
.2
%
1
,3
5
2
1
2
%
2
,2
5
6
1
9
%
1
,1
2
5
1
0
%

8
7

1
%
1
,3
3
3
1
1
%
1
,1
3
7
1
0
%

6
2
6

5
%
7
,2
3
7
6
2
%

9
8
6

8
%
5
,9
5
7
5
1
%

(再
掲
）
4
0
～
6
4
歳

5
5
,0
7
7

2
2
,1
0
0
4
,4
6
3

2
0
.2
%

4
1
3

9
%

7
5
2
1
7
%

4
8
1
1
1
%

7
7

2
%

5
5
5
1
2
%

4
0
7

9
%

2
4
3

5
%
2
,6
2
4
5
9
%

4
0
0

9
%
2
,2
1
1
5
0
%

(再
掲
）
6
5
～
7
4
歳

4
2
,3
8
8

2
6
,0
8
9
6
,8
4
2

2
6
.2
%

9
3
3
1
4
%
1
,4
9
2
2
2
%

5
9
7

9
%

8
0
%

7
4
3
1
1
%

7
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%

3
6
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5
%
4
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%

5
7
0

8
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3
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様
式

３
－

２
　
糖

尿
病

の
分

析
[レ

セ
プ
ト
分

析
（
H
1
8
.5
月

診
療

分
）
]

脳
血
管
疾
患

虚
血
性
心
疾

患

（
再
掲
）
糖
尿
病
合
併
症

年
代

被
保
険

者
数

1
ヶ
月
の
受

診
実
人
数

糖
尿
病

高
血
圧
症

高
尿
酸
血
症

高
脂
血
症

イ
ン
ス
リ
ン
療

法
人
工
透
析

糖
尿

病
性
腎
症

糖
尿

病
性

網
膜

症
糖
尿
病
性
神
経
障
害

脳
血
管
疾
患

虚
血
性
心
疾

患

（
再
掲
）
糖
尿
病
合
併
症

年
代

被
保
険

者
数

1
ヶ
月
の
受

診
実
人
数

糖
尿
病

高
血
圧
症

高
尿
酸
血
症

高
脂
血
症

イ
ン
ス
リ
ン
療

法
人
工
透
析

糖
尿

病
性
腎
症

糖
尿

病
性

網
膜

症
糖
尿
病
性
神
経
障
害

脳
血
管
疾
患

虚
血
性
心
疾

患

（
再
掲
）
糖
尿
病
合
併
症

年
代

被
保
険

者
数

1
ヶ
月
の
受

診
実
人
数

糖
尿
病

高
血
圧
症

高
尿
酸
血
症

高
脂
血
症

イ
ン
ス
リ
ン
療

法
人
工
透
析

糖
尿

病
性
腎
症

糖
尿

病
性

網
膜

症
糖
尿
病
性
神
経
障
害
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